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札幌市清田区第 2地域包括支援センター 

（札幌市清田区第 2介護予防支援事業所） 



  



  

１．（事業の目的） 

指定介護予防支援事業者及び地域包括支援センター（以下、「事業所」という。）は、介護保険

等の関係法令に従い、当該担当地域に居住する、介護保険の認定結果「要支援１及び要支援２」

の被保険者（以下、要支援者という。）、または基本チェックリストの実施の結果、基準に該当し

た第１号被保険者（以下「事業対象者」という）に対し、介護予防サービス及び総合事業によっ

て、要支援者または事業対象者が生活機能の改善と心身機能の回復と維持、向上を図り、住み慣

れた地域で在宅生活を継続できるよう介護予防サービス計画または総合事業サービス計画を作

成し、必要な介護予防サービス及び総合事業サービスなどが適正に提供できるように支援します。 

 

２．（運営の方針） 

担当職員は、要支援者または事業対象者等の意向、心身の状況、その置かれている環境等を総

合的に勘案して適切な介護予防サービス計画または総合事業サービス計画を作成し、可能な限り

居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援するもの

とします。 

事業の実施にあたっては、地域の保健、医療、福祉などの関係機関との連携、調整に努めます。 

 

３．（事業所の名称、所在地、指定番号等） 

名称      札幌市清田区第 2地域包括支援センター（札幌市清田区第 2介護予防支援事業所） 

所在地    札幌市清田区清田 1条 1丁目 1番 36号タナカビル 2階 

指定番号  指定介護予防支援事業所番号  ０１００５００１３１ 

電話番号  ０１１－８８７－５５８８   ＦＡＸ番号  ０１１－８８７－５３１１ 

 

４．（職員の職種、人数、職務内容） 

管理者             １名 

     管理者は、事業所の従業員の管理や業務の管理を一元的に行います。 

保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員   10名以上 

介護予防サービス計画または総合事業サービス計画の作成や関係機関との連携調整、相談、

情報提供等にあたります。 

事務職員           １名 

事務職員は、事業所の必要な事務を行います。 

 

５．（事業所の営業日、営業時間） 

営業日    月曜日から金曜日とします。 

ただし、祝日と１２月３１日から１月３日までは除きます。 

営業時間  午前８時５０分から午後５時３０分までとします。 

 

６．（介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの内容） 

介護予防サービス計画または総合事業サービス計画の作成、介護予防サービス事業者及び総

合事業サービス事業者との連絡・調整、経過観察・評価、給付管理、要支援認定申請及び総合

事業利用申請に係る協力・援助、苦情相談などです。尚、利用者及び家族は介護予防サービス



  

計画または総合事業サービス計画に盛り込む居宅サービス事業者を選定する際、複数の事業者

の紹介を求めることや当該事業所を居宅サービス計画書の原案に位置付けた理由を確認する

ことができます。 

 

  ７．（通常の事業の実施地域） 

   札幌市清田区まちづくりセンター管轄地域の 清田、清田中央、里塚・美しが丘 地区とする。 

 

  ８．（サービスの利用料及び利用者負担） 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについては、原則として利用者の負担はございま

せん。（法定代理受領） 

ただし、介護予防支援については、介護保険適用の場合でも利用者に保険料の滞納等がある場

合には、一旦、１カ月あたりについて介護報酬単価に基づいて算定する料金の全額を頂き、事業

所から指定介護予防支援提供証明書を発行いたします。（指定介護予防支援提供証明書を居住区

の区役所の窓口に提出しますと、後日払戻しとなる場合があります。また、滞納期間によっては

全額が利用者のご負担となる場合もあります。） 

 

９．（虐待防止に向けた体制等） 

   事業所は、管理者を適切な措置を実施するための専任の担当者とし虐待発生の防止に努めます。

また、虐待防止検討委員会を設け、職員への研修虐待防止のための指針策定、虐待等の相談及び

苦情解決体制の整備、虐待を把握した際の通報、虐待発生時の再発防止策の検討、成年後見制度

の利用支援等を行い、その責任者は管理者とします。なお、本虐待防止検討委員会は、場合によ

り他の委員会等と実施します。 

   指針に基づいて虐待防止検討委員会を定期的に開催するとともに、定期的な研修(年 1回以上)

を行い、職員に周知を図ります。 

また、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に

報告を行い、事実確認のために協力します。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、

速やかに虐待防止検討委員会にて協議し、その内容を職員に周知するとともに市町村関係者に報

告を行い、再発防止に努めます。 

 

１０．（事故発生時の対応） 

   利用者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供により、事故が発生した場

合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、事故の状況及び事故に際してこうした措置について記録するとともに、その原因を解明

し、再発防止のための対策を講じます。また、当事業所が利用者に対して行なった介護予防支援

の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行ないます。 

 

１１．（利用者及びその家族に関する秘密の保持について ) 

事業所及び事業所の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関

する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了し

た後も継続します。 



  

 

１２．（個人情報の保護について ) 

事業所は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の

個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。 

事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者

の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

１３.（相談窓口・苦情対応窓口） 

(１) 相談窓口・苦情対応窓口は次のとおりです 

 法人本部 
 
 センターのほかに、法人本部で

も相談をお受けします。 

 遠慮なくお申し出下さい。 

 
所 在 地 札幌市厚別区もみじ台北６丁目２番 5-2号 

     社会福祉法人 札幌シニア福祉機構 

電話番号 ８９７－１１００ ＦＡＸ番号 ８９７－１１０５ 

営業時間 月曜日～金曜日 午前８時５０分～午後５時３０分 

     （土日祝日、年末年始は休みです） 
 

 札幌市介護保険課 

  

 
所 在 地 札幌市中央区北１条西２丁目 

電話番号  ２１１－２５４７ ＦＡＸ番号  ２１８－５１１７ 

営業時間 月曜日～金曜日 午前８時４５分～午後５時１５分 

     （土日祝日、年末年始は休みです）     
 

札幌市清田区役所 

保健福祉部保健福祉課 

所 在 地 札幌市清田区平岡１条１丁目 

電話番号  ８８９－２４００ ＦＡＸ番号  ８８９－２７０３ 

営業時間 月曜日～金曜日 午前８時４５分～午後５時１５分 

     （土日祝日、年末年始は休みです）     
 

国民健康保険団体連合会 所 在 地 札幌市中央区南２条西１４丁目 

電話番号  ２３１－５１７５  

営業時間 月曜日～金曜日 午前９時００分～午後５時００分 

     （土日祝日、年末年始は休みです）     

北海道福祉サービス 

運営適正化委員会 

福祉サービス苦情解決委員会 

所 在 地 札幌市中央区北２条西７丁目 

電話番号  ２０４－６３１０  

営業時間 月曜日～金曜日 午前９時００分～午後５時００分 

     （土日祝日、年末年始は休みです）     

 

(２) 地域包括支援センターの苦情対応の体制は次のようになっております 

苦情解決責任者 
氏名 川 口 徳 征 

相談苦情に対する常設の窓口の解決責任者です 

苦情受付担当者 全職員 

札幌シニア福祉機構 

苦情に関する第三者委員 

当法人では、第三者委員を定めております。別紙一覧をご確認く

ださい。 

 



  

苦情等の解決過程（どの段階からでも苦情の申立を開始することができます。）  

 利用者・家族等 苦情対応職員 

第
一
段
階 

苦情を感じた利用者・家族等が受付担

当者又は解決担当者に申立て 

① 受付担当者は苦情内容を誠実に傾聴し、回答日時

を当事者に告知 

② ①と同時に、第三者委員への報告の必要性を確認 

③ 解決担当者と協議し、対応策を検討し当事者と協

議する 

④ 解決しない場合は第二段階 

第
二
段
階 

苦情の第一段階に不服がある場合は苦

情解決責任者もしくは第三者委員へ申

立て 

① 解決責任者は、新たな対応策を提示し誠実に実施

する。 

② 第三者委員を紹介し立会い同席 

③ 解決しない場合は第三段階 

第
三
段
階 

外部の相談機関に苦情を申立て 

① 北海道福祉サービス運営適正化委員会・北海道国

民健康保険団体連合会・札幌市等の行政機関に当

事者が申立て 

② 相談機関からの調査・勧告等について解決責任者

が対応 

③ 解決しない場合は第四段階 

第
四
段
階 

当事者である利用者・家族等による訴

訟（事業所が訴訟を起こすことも有り

得る） 

① 解決責任者が訴訟準備・裁判の場での証言 

② 決着 

 

１４.（賠償責任） 

センターは、サービス実施にともなって、センターの責めに帰すべき事由により利用者の生命・

身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

 

私は、本書面に基づいて、センター職員及びセンターが業務を委託した指定居宅介護支援事業者

の担当ケアマネジャー（氏名      ）から上記重要事項の説明を受けたことを確認します。 

   

令和    年   月   日 

 

（利用者）    住    所   

 

   氏    名                                    

 

（代理者）      住    所    

氏  名                                   （利用者との関係            ） 

 


